
野
菜
生
産
出
荷
安
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

目
的
規
定
の
改
正

野
菜
供
給
安
定
基
金
の
目
的
に
、
あ
ら
か
じ
め
締
結
し
た
契
約
に
基
づ
き
指
定
野
菜
の
確
保
を
要
す
る
場
合
に
お
け
る
交

付
金
の
交
付
の
業
務
を
行
う
こ
と
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
及
び
第
十
条
関
係
）

第
二

指
定
消
費
地
域
の
廃
止

指
定
消
費
地
域
を
廃
止
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
関
係
）

第
三

需
要
及
び
供
給
の
見
通
し

一

農
林
水
産
大
臣
が
た
て
る
指
定
野
菜
の
需
要
の
見
通
し
を
、
指
定
野
菜
の
需
要
及
び
供
給
の
見
通
し
に
改
め
る
こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）

二

農
林
水
産
大
臣
が
行
う
野
菜
指
定
産
地
の
指
定
は
、
一
の
需
要
及
び
供
給
の
見
通
し
に
即
し
て
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
第
三
項
関
係
）

三

野
菜
指
定
産
地
の
区
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
が
野
菜
指
定
産
地
ご
と
に
樹
立
す
る
生
産
出
荷
近
代
化
計
画
の
内

容
は
、
一
の
需
要
及
び
供
給
の
見
通
し
に
照
ら
し
て
適
当
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。



（
第
八
条
第
三
項
関
係
）

第
四

野
菜
供
給
安
定
基
金
制
度
の
見
直
し

一

指
定
野
菜
の
出
荷
に
関
し
登
録
出
荷
団
体
と
の
間
に
委
託
関
係
の
あ
る
生
産
者
に
加
え
、
野
菜
供
給
安
定
基
金
が
行
う

登
録
を
受
け
た
、
一
定
規
模
以
上
の
指
定
野
菜
の
作
付
け
を
行
う
生
産
者
（
以
下
「
登
録
生
産
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

て
も
、
生
産
者
補
給
金
の
交
付
対
象
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
十
六
条
第
二
項
関
係
）

二

登
録
出
荷
団
体
又
は
登
録
生
産
者
が
、
指
定
野
菜
に
係
る
製
造
、
加
工
等
の
事
業
を
行
う
者
と
の
間
に
お
い
て
あ
ら
か

じ
め
指
定
野
菜
の
供
給
に
係
る
契
約
を
締
結
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
天
候
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
供
給

す
べ
き
指
定
野
菜
に
不
足
が
生
じ
、
こ
れ
と
同
一
の
種
別
に
属
す
る
指
定
野
菜
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
に
、
そ
の

確
保
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
の
交
付
金
を
交
付
す
る
業
務
を
新
設
す
る
こ
と
。（

第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
関
係
）

第
五

そ
の
他

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）



二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。



野菜生産出荷安定法のスキーム（案）

農林水産大臣

指定野菜の需要及び供給の見通しを策定

大臣が指定

（注） で囲んだ部分が今回の改正部分

野菜指定産地

都道府県知事 野菜供給安定基金

野菜指定産地ごとに生産出荷
近代化計画を策定

契約野菜安定供給制度の創設 生産者補給金制度の拡充(要件緩和)

生産者と実需者との間での野菜の契約 指定野菜の価格の著しい低落に対し生産者
取引に伴い生産者が負う収量不足等のリ 補給金を交付
スクを軽減するための交付金を交付

・ 指定消費地域による限定を廃止

・ 大規模生産者の対象化 等

交付

野菜指定産地内で指定野菜を生産
出荷する出荷団体・大規模生産者




